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現 行（2022年６月 24日まで） 改 正（2022年６月 25日以降） 

 

 ビジネス会員 

 

JR東海エクスプレス予約サービス会員規約（ビジネス会員用） 

 

（前略） 

第 2条（会員資格、会員登録） 

（中略） 

3．当社は、利用希望者が以下の項目に該当する場合、前項の会員登録に対し

て承認しないことがあります。 

(1)前項により登録された情報の内容に事実と異なる内容（誤記、記入漏れ

等を含む。）がある場合 

(2)会員登録が正しく完了しなかった場合 

(3)利用希望者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいず

れかであり、本サービスの利用申込の際に必要な同意を得ていない場合 

(4)利用希望者が、過去において本規約または本規約の特約に違反したこと

により、本サービスの会員資格の停止・取消を受けている場合 

(5)会員が、過去において本サービス、西日本旅客鉄道株式会社（以下「JR西

日本」という。）が提供する J-WESTカードによるエクスプレス予約サービス

（以下「J-WEST カード EX 予約サービス」という。）または当社と JR西日本

が別に提供する「スマートＥＸサービス」（以下「スマートＥＸ」という。）

の会員資格の停止・取消を受けている場合 

（中略） 

 

 ビジネス会員 

 

JR東海エクスプレス予約サービス会員規約（ビジネス会員用） 

 

（前略） 

第 2条（会員資格、会員登録） 

（中略） 

3．当社は、利用希望者が以下の項目に該当する場合、前項の会員登録に対

して承認しないことがあります。 

(1)前項により登録された情報の内容に事実と異なる内容（誤記、記入漏れ

等を含む。）がある場合 

(2)会員登録が正しく完了しなかった場合 

(3)利用希望者が成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであ

り、本サービスの利用申込の際に必要な同意を得ていない場合 

(4)利用希望者が、過去において本規約または本規約の特約に違反したこと

により、本サービスの会員資格の停止・取消を受けている場合 

(5)会員が、過去において本サービス（西日本旅客鉄道株式会社（以下「JR西

日本」という。または九州旅客鉄道株式会社（以下「JR 九州」という。）が

提供するエクスプレス予約サービスを含む）または当社、JR 西日本、JR 九

州の三社が別に提供する「スマートＥＸサービス」（以下「スマートＥＸ」と

いう。）の会員資格の停止・取消を受けている場合 

（中略） 
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5．当社より前項の承認を受けた会員は、原則として当社の本サービスの提

供中は、本サービスを利用できるものとします。ただし、会員が以下の項目

に該当する場合、当社は事前に会員に通知することなく、直ちに本サービス

の会員資格を停止・取消または会員の本サービス利用を停止させることがあ

ります。 

(1)会員が本規約または本規約の特約に違反した場合 

（中略） 

 (10)同一のカード使用者に対し複数の会員 ID（本サービス、J-WESTカード

EX 予約サービスまたはスマートＥＸを含む。以下同じ。 ）が発行されてい

る場合（過去に発行されていた場合を含む。）において、複数の会員 IDの一

部もしくは全部において、上記(1)から(9)のいずれかに該当した場合 

（中略） 

第 7条（会員の責任、当社の免責、損害賠償） 

（中略） 

2．当社は、本サービスに関して、以下の項目について、一切責任を負いませ

ん。 

(1)会員情報の内容に事実と異なる内容（誤記、記入漏れ等を含む。）があっ

たことにより、会員または第三者が被った不利益 

（中略） 

（12）その他、当社が相当の対策を講じたにもかかわらず、カード使用者が

登録した電子メールアドレスに対し当社から送信された電子メールにより

法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益 

(13)会員が、本規約、本規約の特約、当社または当社指定路線を運営する他

社（以下「他社」という。）の定める運送約款 および法令の定めに違反した

5．当社より前項の承認を受けた会員は、原則として当社の本サービスの提

供中は、本サービスを利用できるものとします。ただし、会員が以下の項目

に該当する場合、当社は事前に会員に通知することなく、直ちに本サービス

の会員資格を停止・取消または会員の本サービス利用を停止させることがあ

ります。 

(1)会員が本規約または本規約の特約に違反した場合 

（中略） 

(10)同一のカード使用者に対し複数の会員 ID（本サービスまたはスマートＥ

Ｘを含む。以下同じ。 ）が発行されている場合（過去に発行されていた場合

を含む。）において、複数の会員 ID の一部もしくは全部において、上記(1)

から(9)のいずれかに該当した場合 

（中略） 

第 7条（法人会員の責任、当社の免責、損害賠償） 

（中略） 

2．当社は、本サービスに関して、以下の項目について、一切責任を負いませ

ん。 

(1)会員情報の内容に事実と異なる内容（誤記、記入漏れ等を含む。）があっ

たことにより、会員または第三者が被った不利益 

（中略） 

（12）当社が相当の対策を講じたにもかかわらず、カード使用者が登録した

電子メールアドレスに対し当社から送信された電子メールにより法人会員、

カード使用者または第三者が被った不利益 

(13)会員が、本規約、本規約の特約、当社または当社指定路線を運営する他

社（以下「他社」という。）の定める運送約款 および法令の定めに違反した
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ことにより、または本規約および本規約の特約により会員が一切の責任を負

うことが規定されている事柄を会員が行ったことにより会員または第三者

が被った不利益 

（以下略） 

改定日 令和３年３月６日 

 

JR東海 EX-IC サービス規約（ビジネス会員用） 

 

（前略） 

第 8条（申込および決済の方法、契約の成立等） 

1.カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結を申し込む場

合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとしま

す。 

※EX-IC 運送契約により大人１名が IC カードで乗車する場合は、カード使

用者本人の利用に限ります。 

（中略） 

10.ＥＸサービス運送約款第 27条の 2に定める特殊な乗車取扱いをした場合

の EX-IC 運送契約の成立時期は、第 3項および第 9 項の定めによらず、駅に

おいて乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。この場合、

EX-IC 運送契約の運賃等は、カード使用者の入出場の記録をもとに、乗車し

た区間、乗車日に対する EX 予約サービス（普通車自由席）の発売額としま

す。また EX-IC運送契約の運賃等の決済は、第 5項の定めによらず、乗車日

以降に指定クレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済

内容についてカード使用者の電子メールアドレスへの電子メールの送信等

ことにより、または本規約および本規約の特約により会員が一切の責任を負

うことが規定されている事柄を会員が行ったことにより会員または第三者

が被った不利益 

（以下略） 

改定日 令和４年６月 25日 

 

JR東海 EX-ICサービス規約（ビジネス会員用） 

 

（前略） 

第 8条（申込および決済の方法、契約の成立等） 

1.カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結を申し込む場

合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとしま

す。 

※EX-IC 運送契約により大人１名が IC カードで乗車する場合は、カード使

用者本人の利用に限ります。 

（中略） 

10.ＥＸサービス運送約款第 27条の 2に定める特殊な乗車取扱いをした場合

の EX-IC運送契約の成立時期は、第 3項および第 9 項の定めによらず、駅に

おいて乗車の際に自動改札機による処理を受けたときとします。この場合、

EX-IC 運送契約の運賃等は、カード使用者の入出場の記録をもとに、乗車し

た区間、乗車日に対する EX 予約サービス（普通車自由席）の発売額としま

す。また EX-IC運送契約の運賃等の決済は、第 5項の定めによらず、乗車日

以降に指定クレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済

内容についてカード使用者の電子メールアドレスへの電子メールの送信等
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を行い、EX-IC運送契約の通知を行うものとします。 

（以下略） 

改定日 令和３年３月６日 

を行い、EX-IC運送契約の通知を行うものとします。 

（以下略） 

改定日 令和４年６月 25日 

 

 （SMBCファイナンスサービス発行）コーポレート会員 

 

  JR東海 EX-ICサービス規約（コーポレート会員用） 

 

（前略） 

第 8条（申込および決済の方法、契約の成立等） 

1.カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結を申し込む場

合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとしま

す。 

※EX-IC 運送契約により大人１名が IC カードで乗車する場合は、カード使

用者本人の利用に限ります。 

（中略） 

10.ＥＸサービス運送約款第 27条の 2に定める特殊な乗車取扱いをした場合

の EX-IC 運送契約の成立時期は、第 3項および第 9 項の定めによらず、駅に

おいて乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。この場合、

EX-IC 運送契約の運賃等は、カード使用者の入出場の記録をもとに、乗車し

た区間、乗車日に対する EX 予約サービス（普通車自由席）の発売額としま

す。また EX-IC運送契約の運賃等の決済は、第 5項の定めによらず、乗車日

以降に指定クレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済

 

（SMBC ファイナンスサービス発行）コーポレート会員 

 

JR東海 EX-ICサービス規約（コーポレート会員用） 

 

（前略） 

第 8条（申込および決済の方法、契約の成立等） 

1.カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結を申し込む場

合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとしま

す。 

※EX-IC 運送契約により大人１名が IC カードで乗車する場合は、カード使

用者本人の利用に限ります。 

（中略） 

10.ＥＸサービス運送約款第 27条の 2に定める特殊な乗車取扱いをした場合

の EX-IC運送契約の成立時期は、第 3項および第 9 項の定めによらず、駅に

おいて乗車の際に自動改札機による処理を受けたときとします。この場合、

EX-IC 運送契約の運賃等は、カード使用者の入出場の記録をもとに、乗車し

た区間、乗車日に対する EX 予約サービス（普通車自由席）の発売額としま

す。また EX-IC運送契約の運賃等の決済は、第 5項の定めによらず、乗車日

以降に指定クレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済
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内容についてカード使用者の電子メールアドレスへの電子メールの送信等

を行い、EX-IC運送契約の通知を行うものとします。 

（以下略） 

 

改定日 令和３年３月６日 

内容についてカード使用者の電子メールアドレスへの電子メールの送信等

を行い、EX-IC運送契約の通知を行うものとします。 

（以下略） 

 

改定日 令和４年６月 25日 

 

 Ｅ予約専用会員 

 

エクスプレス・カード（Ｅ予約専用）会員規約 

 

（前略） 

第 4条（管理責任者） 

（中略） 

6．法人会員等は、カード使用者の申請を希望する場合、管理責任者を通じて

手続を行うものとします。この場合、法人会員等は、管理責任者をして、両

社所定の申請書に、両社の指示に基づき、管理責任者の届出印を捺印させ、

両社に提出するものとします。 

 

（中略） 

第 5条（カード番号の機能） 

1．会員は、法人会員の事業の遂行のために東海道・山陽新幹線に乗車するに

あたって、その乗車券類の購入決済を利用目的としてカード番号を利用する

ことにより、エクスプレス予約コーポレートサービスを利用することができ

ます。 

 

Ｅ予約専用会員 

 

エクスプレス・カード（Ｅ予約専用）会員規約 

 

（前略） 

第 4条（管理責任者） 

（中略） 

6．法人会員等は、カード使用者の申請を希望する場合、JCBが別に定める法

人 WEB手続きサービスを利用して、管理責任者が手続し両社の承認を得るも

のとします。ただし、両社が特に認める場合には、法人会員等は、管理責任

者を通じて、両社所定の他の方法によりカード使用者の申請に係る手続を行

うことができるものとします。 

（中略） 

第 5条（カード番号の機能） 

1．会員は、法人会員の事業の遂行のために東海道・山陽・九州新幹線に乗車

するにあたって、その乗車券類の購入決済を利用目的としてカード番号を利

用することにより、エクスプレス予約コーポレートサービスを利用すること

ができます。 
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（中略） 

第 9条（会員情報の収集等に関する同意） 

1．法人会員等は、JCB が会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下

のとおり取り扱うことに同意します。 

(1)JCB が本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)のために、以下の①②③④

⑤⑥⑦の会員情報を収集、利用すること。 

①法人等の名称、代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、所

在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第 8条に基づき届け出た

事項。 

（中略） 

2．法人会員等は、JR 東海が会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで

以下のとおり取り扱うことに同意します。 

(1)JR 東海が本規約等に定めるサービスの提供のために、以下の①②③④⑤

⑥の会員情報を収集、利用すること。 

①法人等の名称、代表者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時お

よび第 8条に基づき届け出た事項。 

（中略） 

(2)JR 東海が以下の目的のために、前号①②③④⑤の会員情報を利用するこ

と。ただし、法人会員が本号③に定める営業案内について中止を申し出た場

合、JR東海は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。

（なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとしま

す。） 

①JR東海の鉄道事業等当社定款に記載の事項に関わるサービス等の取引。 

②JR東海の鉄道事業等当社定款に記載の事項における販売状況分析、商品開

（中略） 

第 9条（会員情報の収集等に関する同意） 

1．法人会員等は、JCBが会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下

のとおり取り扱うことに同意します。 

(1)JCBが本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)のために、以下の①②③④

⑤⑥⑦の会員情報を収集、利用すること。 

①法人会員等の名称、代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、

所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第 8条に基づき届け出

た事項。 

（中略） 

2．法人会員等は、JR 東海が会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで

以下のとおり取り扱うことに同意します。 

(1)JR 東海が本規約等に定めるサービスの提供のために、以下の①②③④⑤

⑥の会員情報を収集、利用すること。 

①法人会員等の名称、代表者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込

時および第 8条に基づき届け出た事項。 

（中略） 

(2）JR東海が以下の目的のために、前号①②③④⑤の会員情報を利用するこ

と。ただし、法人会員が本号③に定める営業案内について中止を申し出た場

合、JR東海は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。

（なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとしま

す。） 

①JR東海の鉄道事業等当社定款に記載の事項に関わるサービス等の取引。 

②JR東海の鉄道事業等当社定款に記載の事項における販売状況分析、商品開
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発。 

③JR東海事業における宣伝物の送付等の営業案内。 

（中略） 

第 31条（誓約事項等） 

1．法人会員は、本契約締結時および将来にわたって、会員等の役員・顧問・

従業員または会員等を実質的に支配しもしくは会員等の経営に影響力を行

使できる者が暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5年を

経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社

会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または

外国政府が経済制裁の対象として指定する者（以下、上記の 9者を総称して

「暴力団員等」という。）、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者（以

下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。）のいずれにも該当し

ないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者

を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引

に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽

計を用いまたは威力を用いて JR 東海もしくは JCB の信用を毀損し、または

JR東海もしくは JCB の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為（以

下、総称して「不当な要求行為等」という。）を行わないことを誓約するもの

とします。 

 

 

 

 

 

発。 

③JR東海の事業における宣伝物の送付等の営業案内。 

（中略） 

第 31条（誓約事項等） 

1．法人会員等は、本契約締結時および将来にわたって、法人会員等、カード

使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方、管理責任者（契約

事務責任者を含む。）、実務担当者ならびにＥＸ予約コーポレート規約第 16

条に定める利用者（エクスプレス予約コーポレートサービスの利用にあた

り、カード使用者またはカード使用者が締結した運送契約に基づき乗車を認

めるカード使用者以外の者をいう。）（以下、本条においてこれらの者を総称

して「会員等」という。）、会員等の役員・顧問・従業員、または会員等を実

質的に支配しもしくは会員等の経営に影響力を行使できる者が、暴力団、暴

力団員および暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない者、暴力団準

構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特

殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対

象として指定する者（以下、上記の 9者を総称して「暴力団員等」という。）、

暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者（以下、上記のすべてを総称

して「反社会的勢力」という。）のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわ

たっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要

求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動

をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用

いて JR東海もしくは JCBの信用を毀損し、または JR東海もしくは JCBの業

務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為（以下、総称して「不当な要

求行為等」という。）を行わないことを誓約するものとします。 
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2．両社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合は、

何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除すること

ができるものとします。 

3．JCBは、会員等が本条第 1項の規定に違反している疑いがあると認めた場

合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカード

の利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとしま

す。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、JCB が利用再開を認

めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、会員

が本条第 1項の規定に違反している場合には、第 24条第 1項（7）に基づき

法人会員は期限の利益を喪失するものとします。 

（中略） 

5．両社は、会員が反社会的勢力であることを知ったときは、その後本規約等

に定める新たな取引を行わないものとします。 

（以下略） 

 

改定日 令和３年３月６日 

 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス（Ｅ予約専用）規約 

 

（前略） 

第 2条（本サービスの利用および利用資格） 

1．カード会員規約で定める管理責任者および実務担当者（以下、総称して

「管理責任者等」という。）は、本サービスの利用開始前に、本サービスの申

2．両社は、法人会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場

合は、何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除す

ることができるものとします。 

3．JCBは、法人会員等が本条第 1項の規定に違反している疑いがあると認め

た場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカ

ード番号の利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるも

のとします。カード番号の利用を一時停止した場合には、会員等は、JCB が

利用再開を認めるまでの間、カード番号利用を行うことができないものとし

ます。また、法人会員等が本条第 1項の規定に違反している場合には、第 24

条第 1項（7）に基づき法人会員は期限の利益を喪失するものとします。 

（中略） 

5．両社は、会員等が反社会的勢力であることを知ったときは、その後本規約

等に定める新たな取引を行わないものとします。 

（以下略） 

 

改定日 令和４年６月 25日 

 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス（Ｅ予約専用）規約 

 

（前略） 

第 2条（本サービスの利用および利用資格） 

1．カード会員規約で定める管理責任者（以下、本規約においてはカード会員

規約に定める「契約事務責任者」を含む。）および実務担当者（以下、総称し
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込サイト上でカード会員規約に定める基本カード番号を識別するために基

本カード番号ごとに付与した会員 ID 番号（以下「会員 ID」という。）や、管

理責任者等に通知する際に利用する電子メールアドレスおよび連絡先電話

番号等を入力することにより、本サービスの登録手続を行うものとします。

管理責任者等は、登録手続において、当社が要求する情報を正確に登録する

ものとします。 

 

（以下略） 

 

改定日 令和３年３月６日 

 

 

JR東海 EX-ICサービス規約（E予約専用） 

 

（前略） 

第 8条（申込および決済の方法、契約の成立等） 

1．カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結を申し込む場

合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとしま

す。 

※EX-IC 運送契約により大人 1 名が IC カードで乗車する場合は、カード使

用者本人の利用に限ります。 

（中略） 

10.ＥＸサービス運送約款第 27条の 2に定める特殊な乗車取扱いをした場合

の EX-IC 運送契約の成立時期は、第 3項および第 9項の定めによらず、駅に

て「管理責任者等」という。）は、本サービスの利用開始前に、本サービスの

申込サイト上でカード会員規約に定める基本カード番号を識別するために

基本カード番号ごとに付与した会員 ID番号（以下「会員 ID」という。）や、

管理責任者等に通知する際に利用する電子メールアドレスおよび連絡先電

話番号等を入力することにより、本サービスの登録手続を行うものとしま

す。管理責任者等は、登録手続において、当社が要求する情報を正確に登録

するものとします。 

（以下略） 

 

改定日 令和４年６月 25日 

 

 

JR東海 EX-ICサービス規約（E予約専用） 

 

（前略） 

第 8条（申込および決済の方法、契約の成立等） 

1．カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結を申し込む場

合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとしま

す。 

※EX-IC 運送契約により大人 1 名が IC カードで乗車する場合は、カード使

用者本人の利用に限ります。 

（中略） 

10.ＥＸサービス運送約款第 27条の 2に定める特殊な乗車取扱いをした場合

の EX-IC運送契約の成立時期は、第 3項および第 9項の定めによらず、駅に
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おいて乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。この場合、

EX-IC 運送契約の運賃等は、カード使用者の入出場の記録をもとに、乗車し

た区間、乗車日に対する EX 予約サービス（普通車自由席）の発売額としま

す。また EX-IC運送契約の運賃等の決済は、第 5項の定めによらず、乗車日

以降に指定クレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済

内容についてカード使用者の電子メールアドレスへの電子メールの送信等

を行い、EX-IC運送契約の通知を行うものとします。 

（以下略） 

 

改定日 令和３年３月６日 

おいて乗車の際に自動改札機による処理を受けたときとします。この場合、

EX-IC 運送契約の運賃等は、カード使用者の入出場の記録をもとに、乗車し

た区間、乗車日に対する EX 予約サービス（普通車自由席）の発売額としま

す。また EX-IC運送契約の運賃等の決済は、第 5項の定めによらず、乗車日

以降に指定クレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済

内容についてカード使用者の電子メールアドレスへの電子メールの送信等

を行い、EX-IC運送契約の通知を行うものとします。 

（以下略） 

 

改定日 令和４年６月 25日 

 

 Ｅ予約専用会員Ｗ 

 

エクスプレス・カード（Ｅ予約専用Ｗ）会員規約 

 

（前略） 

第 4条（管理責任者） 

（中略） 

6．法人会員等は、カード使用者の申請を希望する場合、管理責任者を通じて

手続を行うものとします。この場合、法人会員等は、管理責任者をして、両

社所定の申請書に、両社の指示に基づき、管理責任者の届出印を捺印させ、

両社に提出するものとします。 

 

 

 Ｅ予約専用会員Ｗ 

 

エクスプレス・カード（Ｅ予約専用Ｗ）会員規約 

 

（前略） 

第 4条（管理責任者） 

（中略） 

6．法人会員等は、カード使用者の申請を希望する場合、JCBが別に定める法

人 WEB手続きサービスを利用して、管理責任者が手続し両社の承認を得るも

のとします。ただし、両社が特に認める場合には、法人会員等は、管理責任

者を通じて、両社所定の他の方法によりカード使用者の申請に係る手続を行

うことができるものとします。 
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（中略） 

第 5条（カード番号の機能） 

1．会員は、法人会員の事業の遂行のために東海道・山陽新幹線に乗車するに

あたって、その乗車券類の購入決済を利用目的としてカード番号を利用する

ことにより、エクスプレス予約コーポレートサービスを利用することができ

ます。 

（中略） 

第 9条（会員情報の収集等に関する同意） 

1．法人会員等は、JCB が会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下

のとおり取り扱うことに同意します。 

（1）JCBが本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)のために、以下の①②③

④⑤⑥⑦の会員情報を収集、利用すること。 

①法人等の名称、代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、

所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第 8条に基づき届

け出た事項。 

（中略） 

2．法人会員等は、JR 東海が会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで

以下のとおり取り扱うことに同意します。 

（1）JR 東海が本規約等に定めるサービスの提供のために、以下の①②③④

⑤⑥の会員情報を収集、利用すること。 

①法人等の名称、代表者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時

および第 8条に基づき届け出た事項。 

（中略） 

（2）JR 東海が以下の目的のために、前号①②③④⑤の会員情報を利用する

（中略） 

第 5条（カード番号の機能） 

1．会員は、法人会員の事業の遂行のために東海道・山陽・九州新幹線に乗車

するにあたって、その乗車券類の購入決済を利用目的としてカード番号を利

用することにより、エクスプレス予約コーポレートサービスを利用すること

ができます。 

（中略） 

第 9条（会員情報の収集等に関する同意） 

1．法人会員等は、JCBが会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下

のとおり取り扱うことに同意します。 

（1）JCBが本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)のために、以下の①②③

④⑤⑥⑦の会員情報を収集、利用すること。 

①法人会員等の名称、代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配

者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第 8条に基づ

き届け出た事項。 

（中略） 

2．法人会員等は、JR 東海が会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで

以下のとおり取り扱うことに同意します。 

（1）JR 東海が本規約等に定めるサービスの提供のために、以下の①②③④

⑤⑥の会員情報を収集、利用すること。 

①法人会員等の名称、代表者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申

込時および第 8条に基づき届け出た事項。 

（中略） 

（2）JR 東海が以下の目的のために、前号①②③④⑤の会員情報を利用する
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こと。ただし、法人会員が本号③に定める営業案内について中止を申し出

た場合、JR東海は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとし

ます。（なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するも

のとします。） 

①JR東海の鉄道事業等当社定款に記載の事項に関わるサービス等の取引。 

②JR東海の鉄道事業等当社定款に記載の事項における販売状況分析、商品

開発。 

③JR東海事業における宣伝物の送付等の営業案内。 

 （中略）  

第 31条（誓約事項等） 

1．法人会員は、本契約締結時および将来にわたって、会員等、会員等の役

員・顧問・従業員または会員等を実質的に支配しもしくは会員等の経営に

影響力を行使できる者が暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったと

きから 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、

総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、

日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者（以下、上記

の 9者を総称して「暴力団員等」という。）、暴力団員等の共生者、その他

これらに準ずる者（以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」とい

う。）のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこ

と、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任

を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力

を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて JR 東海も

しくは JCB の信用を毀損し、または JR 東海もしくは JCB の業務を妨害す

る行為、その他これらに準ずる行為（以下、総称して「不当な要求行為等」

こと。ただし、法人会員が本号③に定める営業案内について中止を申し出

た場合、JR東海は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとし

ます。（なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するも

のとします。） 

①JR東海の鉄道事業等当社定款に記載の事項に関わるサービス等の取引。 

②JR 東海の鉄道事業等当社定款に記載の事項における販売状況分析、商品

開発。 

③JR東海の事業における宣伝物の送付等の営業案内。 

（中略） 

第 31条（誓約事項等） 

1．法人会員等は、本契約締結時および将来にわたって、法人会員等、カード

使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方、管理責任者（契

約事務責任者を含む。）、実務担当者ならびにＥＸ予約コーポレート規約第

16条に定める利用者（エクスプレス予約コーポレートサービスの利用にあ

たり、カード使用者またはカード使用者が締結した運送契約に基づき乗車

を認めるカード使用者以外の者をいう。）（以下、本条においてこれらの者

を総称して「会員等」という。）、会員等の役員・顧問・従業員、または会

員等を実質的に支配しもしくは会員等の経営に影響力を行使できる者が、

暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない

者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等

標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政

府が経済制裁の対象として指定する者（以下、上記の 9者を総称して「暴

力団員等」という。）、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者（以

下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。）のいずれにも該当
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という。）を行わないことを誓約するものとします。 

 

 

 

 

 

 

2．両社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合は、

何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除するこ

とができるものとします。 

3．JCBは、会員等が本条第 1項の規定に違反している疑いがあると認めた場

合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカー

ドの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものと

します。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、JCB が利用再

開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。ま

た、会員が本条第 1項の規定に違反している場合には、第 24条第 1項（7）

に基づき法人会員は期限の利益を喪失するものとします。 

 

（中略） 

5．両社は、会員が反社会的勢力であることを知ったときは、その後本規約等

に定める新たな取引を行わないものとします。 

（以下略） 

 

改定日 令和３年３月６日 

しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第

三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、

取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布

し、偽計を用いまたは威力を用いて JR東海もしくは JCBの信用を毀損し、

または JR 東海もしくは JCB の業務を妨害する行為、その他これらに準ず

る行為（以下、総称して「不当な要求行為等」という。）を行わないことを

誓約するものとします。 

2．両社は、法人会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場

合は、何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除

することができるものとします。 

3．JCBは、法人会員等が本条第 1項の規定に違反している疑いがあると認め

た場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づく

カード番号の利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができ

るものとします。カード番号の利用を一時停止した場合には、会員等は、

JCB が利用再開を認めるまでの間、カード番号利用を行うことができない

ものとします。また、法人会員等が本条第 1項の規定に違反している場合

には、第 24条第 1項（7）に基づき法人会員は期限の利益を喪失するもの

とします。 

（中略） 

5．両社は、会員等が反社会的勢力であることを知ったときは、その後本規約

等に定める新たな取引を行わないものとします。 

（以下略） 

 

改定日 令和４年６月 25日 
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ＥＸ－ＩＣサービス（Ｅ予約専用Ｗ）規約 

 

（前略） 

第 8条（申込および決済の方法、契約の成立等） 

（中略） 

12．ＥＸサービス運送約款第２７条の２に定める特殊な乗車扱いをした場合

のＥＸ－ＩＣ運送契約の成立時期は、第３項および第１１項によらず、駅に

おいて乗車の際に自動改札機による改札を受けた時点とします。この場合、

ＥＸ－ＩＣ運送契約の運賃等は、カード使用者の入出場記録をもとに、乗車

した区間、乗車日に対するＥＸ予約サービス（普通車自由席）の発売額とし

ます。また、ＥＸ－ＩＣ運送契約の運賃等の決済は、第７項によらず、乗車

日以降に当該のハウスカードによって決済を行うものとし、併せて決済内容

についてカード使用者の電子メールアドレスへの電子メールの送信等を行

い、ＥＸ－ＩＣ運送契約の通知をおこなうものとします。 

（以下略） 

 

改定日 令和３年３月６日 

 

 

 

 

 

ＥＸ－ＩＣサービス（Ｅ予約専用Ｗ）規約 

 

（前略） 

第 8条（申込および決済の方法、契約の成立等） 

（中略） 

12．ＥＸサービス運送約款第２７条の２に定める特殊な乗車扱いをした場合

のＥＸ－ＩＣ運送契約の成立時期は、第３項および第１１項によらず、駅に

おいて乗車の際に自動改札機による処理を受けた時点とします。この場合、

ＥＸ－ＩＣ運送契約の運賃等は、カード使用者の入出場記録をもとに、乗車

した区間、乗車日に対するＥＸ予約サービス（普通車自由席）の発売額とし

ます。また、ＥＸ－ＩＣ運送契約の運賃等の決済は、第７項によらず、乗車

日以降に当該のハウスカードによって決済を行うものとし、併せて決済内容

についてカード使用者の電子メールアドレスへの電子メールの送信等を行

い、ＥＸ－ＩＣ運送契約の通知をおこなうものとします。 

（以下略） 

 

改定日 令和４年６月 25日 
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 提携コーポレート会員 

 

提携コーポレートカード会員規約（※１） 

 

（前略） 

AMEX 

会員除く 

第 2条（管理責任者）  

1．法人会員および入会を申し込まれた法人等（以下、総称し

て「法人会員等」という。）は、法人会員等の本規約等に基づ

く入会申込手続、諸届出（退職等の異動情報を含む。）、退会手

続その他手続きに関し、法人会員等と両社との連絡調整を行

う担当者（以下、「管理責任者」という。）を選定し、両社に届

け出るものとします。 

2．法人会員等およびカード使用者は、本規約等に基づく入会

申込手続、諸届出（退職等の異動情報を含む。）、退会手続その

他手続きを行う場合、管理責任者を通じて手続きを行うもの

とします。この場合、法人会員等は、管理責任者をして、両社

所定の申請書に、両社の指示に基づき、管理責任者の届出印を

捺印させ、両社に提出するものとします。 

 

（中略） 

第 4条（JR東海による会員情報の収集等に関する同意） 

1．法人会員等ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し

 

提携コーポレート会員 

 

提携コーポレートカード会員規約（※１） 

 

（前略） 

AMEX 

会員除く 

第 2条（管理責任者）  

1．法人会員および入会を申し込まれた法人等（以下、総称し

て「法人会員等」という。）は、法人会員等の本規約等に基づ

く入会申込手続、諸届出（退職等の異動情報を含む。）、退会手

続その他手続きに関し、法人会員等と両社との連絡調整を行

う担当者（以下、「管理責任者」という。）を選定し、両社に届

け出るものとします。 

2．法人会員等およびカード使用者は、本規約等に基づく入会

申込手続、諸届出（退職等の異動情報を含む。）、退会手続その

他手続きを行う場合、管理責任者を通じて手続きを行うもの

とします。この場合、法人会員等は、管理責任者をして、両社

所定の申請書に、両社の指示に基づき、管理責任者の届出印を

捺印または両社が別に定める方法で、両社に提出するものと

します。 

（中略） 

第 4条（JR東海による会員情報の収集等に関する同意） 

1．法人会員等ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し
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込まれた方（以下、「カード使用者等」という。）は、JR東海が法人会員等お

よびカード使用者等の会員情報（本項（1）に定めるものをいう。）を、必要

な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 

(1）JR東海のサービスを提供するために、以下の法人会員等およびカード使

用者等に関する情報（以下、「会員情報」という。）を収集すること 

（中略） 

（ｴ）カード会社より提供されるクレジットカード情報 

 

 

（ｵ）JR 東海が必要により運転免許証・パスポート等の提示を求め、記載内

容を確認し記録すること、または写しを入手することにより得た本人確認を

行うための情報（なお、この写しについては理由の如何を問わず返還しませ

ん。） 

（中略） 

（5）JR 東海の会員情報の共同利用 

エクスプレス予約ホームページ（https://expy.jp/）（以下「当社 HP」とい

う。）上において公表する会社（以下、「共同利用者」という。）が、当社 HP

に掲げる目的で、本項（1）に記載のカード使用者の会員情報を、共同して利

用することおよび、共同利用に関する責任者を JR 東海とし、問い合わせ窓

口は本項（7）（ｲ）記載の窓口とすること 

（6）JR 東海からの本項（1）記載の自己に関する会員情報（以下、「個人情

報」という。）の提供およびその利用割引等のサービス提供のため、JR 東海

の提携する観光施設のうち、法人会員がサービスの利用を希望する施設に、

本項（1）記載の個人情報を提供すること 

込まれた方（以下、「カード使用者等」という。）は、JR東海が法人会員等お

よびカード使用者等の会員情報（本項（1）に定めるものをいう。）を、必要

な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 

(1）JR東海のサービスを提供するために、以下の法人会員等およびカード使

用者等に関する情報（以下、「会員情報」という。）を収集すること 

（中略） 

（ｴ）カード会社より提供されるクレジットカード情報 

※JR東海は、クレジットカード番号をトークン化（別文字列又は番号を用い

た置き換え）して保持します。 

（ｵ）JR東海が法人会員およびカード使用者との取引により得た Cookie（ク

ッキー）等の情報 

 

 

（中略） 

（5）JR東海の会員情報の共同利用 

エクスプレス予約ホームページ（https://expy.jp/）（以下「EX予約 HP」と

いう。）上において公表する会社（以下、「共同利用者」という。）が、EX 予

約 HPに掲げる目的で、本項（1）に記載のカード使用者の会員情報を、共同

して利用することおよび、共同利用に関する責任者を JR 東海とし、問い合

わせ窓口は本項（7）（ｲ）記載の窓口とすること 

（6）JR 東海からの本項（1）記載の個人に関する会員情報（以下、「個人情

報」という。）の提供およびその利用割引等のサービス提供のため、JR 東海

の提携する観光施設のうち、法人会員がサービスの利用を希望する施設に、

本項（1）記載の個人情報を提供すること 
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（以下略） 

改定日 令和２年３月 21日 

 

 

エクスプレス予約サービス（エクスプレスコーポレート（※２）） 

に関する特約 

 

（前略） 

第 2条（エクスプレス予約利用資格） 

（中略） 

3．当社は、カード使用者が以下の項目に該当する場合、前項の会員登録に対

して承認しないことがあります。 

（中略） 

(3)カード使用者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のい

ずれかであり、本サービスの利用申込の際に必要な同意を得ていない場合 

(4)カード使用者が、過去において本特約またはこれに付随する特約（以下、

総称して「本特約等」という。）に違反したことにより、本サービスの会員資

格の停止・取消を受けている場合 

(5)会員が、過去において本サービス、西日本旅客鉄道株式会社（以下「JR西

日本」という。）が提供する J-WESTカードによるエクスプレス予約サービス

（以下「J-WEST カード EX 予約サービス」という。）または当社と JR西日本

が別に提供する「スマートＥＸサービス」（以下「スマートＥＸ」という。）

の会員資格の停止・取消を受けている場合 

（中略） 

（以下略） 

改定日 令和４年６月 25日 

 

 

エクスプレス予約サービス（エクスプレスコーポレート（※２）） 

に関する特約 

 

（前略） 

第 2条（エクスプレス予約利用資格） 

（中略） 

3．当社は、カード使用者が以下の項目に該当する場合、前項の会員登録に対

して承認しないことがあります。 

（中略） 

(3)カード使用者が、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかで

あり、本サービスの利用申込の際に必要な同意を得ていない場合 

(4)カード使用者が、過去において本特約またはこれに付随する特約（以下、

総称して「本特約等」という。）に違反したことにより、本サービスの会員資

格の停止・取消を受けている場合 

(5)会員が、過去において本サービス（西日本旅客鉄道株式会社（以下「JR西

日本」という。または九州旅客鉄道株式会社（以下「JR 九州」という。）が

提供するエクスプレス予約サービスを含む）または当社、JR 西日本、JR 九

州の三社が別に提供する「スマートＥＸサービス」（以下「スマートＥＸ」と

いう。）の会員資格の停止・取消を受けている場合 

（中略） 
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※第２条第５項は、カード会社により異なる 

JCB 5．次の各号のひとつでも該当した場合、当社またはカード会員規約に

定めるカード会社は法人会員に通知催告を行ったうえで、本サービス利

用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止または本特約の一部も

しくは全部の解除をすることができるものとします。 

（1）法人会員の本サービスにおける利用代金が、月額 100 万円を下回

った場合 

（2）法人会員の 1 ヶ月あたりの本サービスにおける利用代金を、月末

時点でカード会社が法人会員に貸与している部署カードおよび個人カ

ードの総枚数で割ったカード 1 枚あたりの利用代金が、1 回でも 1,500

円を下回った場合 

三井住友 5.法人会員の 1ヶ月あたりの本サービスにおける利用代金を、月末時点

でカード会社が法人会員に貸与している部署カードおよび個人カード

の総枚数で割ったカード 1枚あたりの利用代金が、1回でも 1,500円を

下回った場合、当社またはカード会員規約に定めるカード会社は法人会

員に通知催告を行ったうえで、本サービス利用の一時停止を含む利用制

限もしくは利用停止または本特約の一部もしくは全部の解除をするこ

とができるものとします。 

ＵＣ 5．次の各号のひとつでも該当した場合、当社またはカード会員規約に

定めるカード会社は法人会員に通知催告を行ったうえで、本サービス利

用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止または本特約の一部も

しくは全部の解除をすることができるものとします。 

（1）法人会員の本サービスにおける利用代金が、月額 100 万円を下回

った場合 

 

共通 5．次の各号のひとつでも該当した場合、当社またはカード会

員規約に定めるカード会社は法人会員に通知催告を行ったう

えで、本サービス利用の一時停止を含む利用制限もしくは利

用停止または本特約の一部もしくは全部の解除をすることが

できるものとします。 

（1）法人会員の本サービスにおける利用代金が、年額 300万

円を下回った場合 

（2）法人会員の１ヶ月あたりの本サービスにおける利用代金

を、部署カードおよび個人カードの総枚数で割ったカード１

枚あたりの利用代金が、１回でも 1,500円を下回った場合 
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（2）法人会員の 1 ヶ月あたりの本サービスにおける利用代金を、部署

カードおよび個人カードの総枚数で割ったカード 1 枚あたりの利用代

金が、1回でも 1,500円を下回った場合 

ＭＵＦＧ 

ＤＣ 

 

5.次の各号のひとつでも該当した場合、当社またはカード会員規約に定

めるカード会社（以下「カード会社」という。）は法人会員に通知催告

を行ったうえで、本サービス利用の一時停止を含む利用制限もしくは利

用停止または本特約の一部もしくは全部の解除をすることができるも

のとします。 

（1）法人会員の本サービスにおける利用代金が、月額 100 万円を下回

った場合 

（2）法人会員の 1 ヶ月あたりの本サービスにおける利用代金を、月末

時点でカード会社が法人会員に貸与している部署カードおよび個人カ

ードの総枚数で割ったカード 1 枚あたりの利用代金が、1 回でも 1,500

円を下回った場合 

ト ヨ タ フ

ァ イ ナ ン

ス 

5．当社またはカード会員規約に定めるカード会社（以下「カード会社」

という。）は、以下の項目に該当する場合、法人会員に通知催告を行っ

たうえで、本サービス利用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止

または本特約の一部もしくは全部の解除をすることができるものとし

ます。 

(1）法人会員の 1 年あたりの JR 東海でのカード利用代金を、年末時点

でカード会社が会員に貸与している部署カードおよび個人カードの総

枚数で割ったカード 1枚あたりの利用代金が、20，000円を下回った場

合 

ＡＭＥＸ 5．法人会員の 1 年あたりの東海道新幹線区間を含むエクスプレス予約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

でのカード利用代金を、年末時点でカード会社が会員に貸与しているカ

ードの総枚数で割ったカード１枚あたりのカード利用代金が、20,000

円を下回った場合、当社またはカード会員規約に定めるカード会社は法

人会員に通知催告を行ったうえで、本サービス利用の一時停止を含む利

用制限もしくは利用停止または本特約の一部もしくは全部の解除をす

ることができるものとします。 

6．当社より第 4 項の承認を受けたカード使用者は、原則として当社の本サ

ービスの提供中は、本サービスを利用できるものとします。ただし、カード

使用者が以下の項目に該当する場合、当社は事前にカード使用者に通知する

ことなく、直ちにカード使用者の本サービスの利用資格を停止・取消またカ

ード使用者の本サービス利用を停止させることがあります。なお、本項（7）

または（8）の項目に該当する場合は、同時に、カード会員規約第 12 条第 1

項第 6号に該当するものとみなします。 

(1）カード使用者が本特約等に違反した場合 

（中略） 

 (10)同一のカード使用者に対し複数の会員 ID（本サービス、J-WESTカード

EX 予約サービスまたはスマートＥＸを含む。以下同じ。 ）が発行されてい

る場合（過去に発行されていた場合を含む。）において、複数の会員 IDの一

部もしくは全部において、上記(1)から(9)のいずれかに該当した場合 

 

第 5条（法人会員およびカード使用者の義務） 

1．法人会員およびカード使用者は、本サービスを利用する際には、インター

ネット利用の一般的なマナーおよび技術的ルールを遵守しなければならな

いものとします。 

 

 

 

 

 

 

6．当社より第 4 項の承認を受けたカード使用者は、原則として当社の本サー

ビスの提供中は、本サービスを利用できるものとします。ただし、カード使用

者が以下の項目に該当する場合、当社は事前にカード使用者に通知すること

なく、直ちにカード使用者の本サービスの利用資格を停止・取消またカード

使用者の本サービス利用を停止させることがあります。なお、本項（7）また

は（8）の項目に該当する場合は、同時に、カード会員規約第 12条第 1項第 6

号に該当するものとみなします。 

(1）カード使用者が本特約等に違反した場合 

（中略） 

(10)同一のカード使用者に対し複数の会員 ID（本サービスまたはスマートＥ

Ｘを含む。以下同じ。 ）が発行されている場合（過去に発行されていた場合

を含む。）において、複数の会員 ID の一部もしくは全部において、上記(1)

から(9)のいずれかに該当した場合 

 

第 5条（法人会員およびカード使用者の義務） 

1．法人会員およびカード使用者は、本サービスを利用する際には、インター

ネット利用の一般的なマナーおよび技術的ルールを遵守しなければならな

いものとします。 
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2．法人会員もしくはカード使用者は ID、パスワードの使用および管理の一

切の責任を負うものとし、カード使用者以外の者に利用させたり、貸与、譲

渡等をしてはならないものとします。 

（中略） 

第 17条（法人会員の責任、当社の免責、損害賠償） 

1．法人会員またはカード使用者は、自らの行為であるか否かに関わらず、ま

た過失の有無にかかわらず、本サービスの利用にあたり、カード使用者また

はカード使用者が締結した運送契約に基づき乗車を認めるカード使用者以

外の者（以下「利用者」という。）が行った一切の行為およびその結果並びに

会員ＩＤ等によりなされた一切の行為および結果について、一切の責任を負

担するものとし、第三者に損害を与えた場合、法人会員の責任と負担におい

て当該第三者との紛争を解決するものとします。 

2．当社は、本サービスに関して、以下の項目について、一切責任を負いませ

ん。 

（中略） 

（12）その他、当社が相当の対策を講じたにもかかわらず、カード使用者が

登録した電子メールアドレスに対し当社から送信された電子メールにより

法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益 

（13）カード使用者が、本特約、本特約の特約、当社の定める運送約款及び

法令の定めに違反したことにより、または本特約及び本特約の特約によりカ

ード使用者が一切の責任を負うことが規定されている事柄をカード使用者

が行ったことにより法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益 

（以下略） 

改定日 令和３年３月６日 

2．法人会員もしくはカード使用者は会員 ID、パスワードの使用および管理

の一切の責任を負うものとし、カード使用者以外の者に利用させたり、貸与、

譲渡等をしてはならないものとします。 

（中略） 

第 17条（法人会員の責任、当社の免責、損害賠償） 

1．法人会員またはカード使用者は、自らの行為であるか否かに関わらず、ま

た過失の有無にかかわらず、本サービスの利用にあたり、カード使用者（本

条に限り、カード使用者が締結した運送契約に基づき乗車を認めるカード使

用者以外の者も含む。以下同じ。）が行った一切の行為およびその結果並び

に会員 ID 等によりなされた一切の行為および結果について、一切の責任を

負担するものとし、第三者に損害を与えた場合、法人会員の責任と負担にお

いて当該第三者との紛争を解決するものとします。 

2．当社は、本サービスに関して、以下の項目について、一切責任を負いませ

ん。 

（中略） 

（12）当社が相当の対策を講じたにもかかわらず、カード使用者が登録した

電子メールアドレスに対し当社から送信された電子メールにより法人会員、

カード使用者または第三者が被った不利益 

（13）カード使用者が、本特約、本特約の特約、当社の定める運送約款及び

法令の定めに違反したことにより、または本特約及び本特約の特約によりカ

ード使用者が一切の責任を負うことが規定されている事柄をカード使用者

が行ったことにより法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益 

（以下略） 

改定日 令和４年６月 25日 
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JR東海 EX-ICサービス規約（提携コーポレート会員） 

 

（前略） 

第 8条（申込および決済の方法、契約の成立等） 

1.カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結を申し込む場

合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとしま

す。 

※EX-IC 運送契約により大人１名が IC カードで乗車する場合は、カード使

用者本人の利用に限ります。 

（中略） 

10.ＥＸサービス運送約款第 27条の 2に定める特殊な乗車取扱いをした場合

の EX-IC 運送契約の成立時期は、第 3項および第 9 項の定めによらず、駅に

おいて乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。この場合、

EX-IC 運送契約の運賃等は、カード使用者の入出場の記録をもとに、乗車し

た区間、乗車日に対する EX 予約サービス（普通車自由席）の発売額としま

す。また EX-IC運送契約の運賃等の決済は、第 5項の定めによらず、乗車日

以降に指定クレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済

内容についてカード使用者の電子メールアドレスへの電子メールの送信等

を行い、EX-IC運送契約の通知を行うものとします。 

 

（以下略） 

改定日 令和３年３月６日 

 

 

JR東海 EX-ICサービス規約（提携コーポレート会員） 

 

（前略） 

第 8条（申込および決済の方法、契約の成立等） 

1.カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結を申し込む場

合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとしま

す。 

※EX-IC 運送契約により大人１名が IC カードで乗車する場合は、カード使

用者本人の利用に限ります。 

（中略） 

10.ＥＸサービス運送約款第 27条の 2に定める特殊な乗車取扱いをした場合

の EX-IC運送契約の成立時期は、第 3項および第 9 項の定めによらず、駅に

おいて乗車の際に自動改札機による処理を受けたときとします。この場合、

EX-IC 運送契約の運賃等は、カード使用者の入出場の記録をもとに、乗車し

た区間、乗車日に対する EX 予約サービス（普通車自由席）の発売額としま

す。また EX-IC運送契約の運賃等の決済は、第 5項の定めによらず、乗車日

以降に指定クレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済

内容についてカード使用者の電子メールアドレスへの電子メールの送信等

を行い、EX-IC運送契約の通知を行うものとします。 

 

（以下略） 

改定日 令和４年６月 25日 



23 
 

（※１）（※２）会員規約・特約名はカード会社ごと以下に読み替える。 

カード

会社 

会員規約名 特約名 

ＪＣＢ ＪＣＢエクスプレスカード会員規

約 

エクスプレス予約サービス（ＪＣＢ）

に関する特約 

三井住

友 

三井住友エクスプレスコーポレー

トカード会員規約 

（三井住友カード株式会社および

その提携するカード発行会社用） 

エクスプレス予約サービス（三井住友

エクスプレスコーポレートカード）に

関する特約（三井住友カード株式会社

およびその提携するカード発行会社

用） 

クレデ

ィセゾ

ン 

ＵＣエクスプレス 

コーポレートカード会員規約 

エクスプレス予約サービス（ＵＣコー

ポレート）に関する特約 

ＭＵＦ

Ｇ 

ＭＵＦＧカードエクスプレスコー

ポレート会員規約 

エクスプレス予約サービス（ＭＵＦＧ

カードコーポレート）に関する特約 

ＤＣ ＤＣエクスプレスコーポレートカ

ード 

（個別払い方式）会員規約 エクスプレス予約サービス（ＤＣコー

ポレート）に関する特約 ＤＣ ＤＣエクスプレスコーポレートカ

ード 

（一括払い方式）会員規約 

トヨタ

ファイ

ナンス 

ＴＳ ＣＵＢＩＣエクスプレスコ

ーポレートカード会員規約 

エクスプレス予約サービス（ＴＳ ＣＵ

ＢＩＣコーポレート）に関する特約 

ＡＭＥ

Ｘ 

アメリカン・エキスプレス®・ＪＲ

東海エクスプレス・コーポレート・

カード会員規約 

エクスプレス予約サービス（アメリカ

ン・エキスプレス・コーポレート）に

関する特約 
 

（※１）（※２）会員規約・特約名はカード会社ごと以下に読み替える。 

カード

会社 

会員規約名 特約名 

ＪＣＢ ＪＣＢエクスプレスカード会員規

約 

エクスプレス予約サービス（ＪＣＢ）

に関する特約 

三井住

友 

三井住友エクスプレスコーポレー

トカード会員規約 

（三井住友カード株式会社および

その提携するカード発行会社用） 

エクスプレス予約サービス（三井住友

エクスプレスコーポレートカード）に

関する特約（三井住友カード株式会社

およびその提携するカード発行会社

用） 

クレデ

ィセゾ

ン 

ＵＣエクスプレス 

コーポレートカード会員規約 

エクスプレス予約サービス（ＵＣコー

ポレート）に関する特約 

ＭＵＦ

Ｇ 

ＭＵＦＧカードエクスプレスコー

ポレート会員規約 

エクスプレス予約サービス（ＭＵＦＧ

カードコーポレート）に関する特約 

ＤＣ ＤＣエクスプレスコーポレートカ

ード 

（個別払い方式）会員規約 エクスプレス予約サービス（ＤＣコー

ポレート）に関する特約 ＤＣ ＤＣエクスプレスコーポレートカ

ード 

（一括払い方式）会員規約 

トヨタ

ファイ

ナンス 

ＴＳ ＣＵＢＩＣエクスプレスコ

ーポレートカード会員規約 

エクスプレス予約サービス（ＴＳ ＣＵ

ＢＩＣコーポレート）に関する特約 

ＡＭＥ

Ｘ 

アメリカン・エキスプレス®・ＪＲ

東海エクスプレス・コーポレート・

カード会員規約 

エクスプレス予約サービス（アメリカ

ン・エキスプレス・コーポレート）に

関する特約 
 



24 
 

 

 グリーンプログラム対象会員 

 

エクスプレス予約グリーンプログラム特約 

 

第 1条（定義） 

(1）本特約は、東海旅客鉄道株式会社（以下、「JR東海」という。）および JR

東海が提携する企業（以下、「提携各社」という。）が、「JR 東海エクスプレ

ス・（Visa・Mastercard・JCB）カード会員規約」（※）に定める会員（以下、

「会員」という。）に対し、各種サービスを提供するプログラム（以下、「本

プログラム」という。）について定めます。 

 

第 2条（参加申込） 

（1）本プログラムは、すべての会員を対象に提供し、別に定める場合を除

き、会員による申込等特別の手続きを行うことなくサービスが適用されま

す。 

（2）前項にかかわらず、次の会員については、本プログラムの対象外としま

す。 

・基本法人会員、部署会員など物理的にカードが発行されない会員 

・JR東海エクスプレス・カード（コーポレート）会員 

・JR東海エクスプレス・カード（E予約専用）会員 

・JR東海エクスプレス予約サービス（プラス EX）会員 

 

 

 

グリーンプログラム対象会員 

 

エクスプレス予約グリーンプログラム特約 

 

第 1条（定義） 

(1)本特約は、東海旅客鉄道株式会社（以下、「JR東海」という。）および JR

東海が提携する企業（以下、「提携各社」という。）が、「JR 東海エクスプレ

ス・カード会員規約」（※）に定める会員（以下、「会員」という。）に対し、

各種サービスを提供するプログラム（以下、「本プログラム」という。）につ

いて定めます。 

 

第 2条（参加申込） 

（1）本プログラムは、すべての会員を対象に提供し、別に定める場合を除

き、会員による申込等特別の手続きを行うことなくサービスが適用されま

す。 

（2）前項にかかわらず、次の会員については、本プログラムの対象外としま

す。 

・基本法人会員、部署会員など物理的にカードが発行されない会員 

・JR東海エクスプレス・カード（コーポレート）会員 

・JR 東海エクスプレス・カード（E 予約専用）会員および JR 東海エクスプ

レス・カード（E予約専用ライト）会員 

・JR東海エクスプレス予約サービス（プラス EX）会員 
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（中略） 

※会員種別により、次の規約等に読み替えるものとします。 

・JR東海エクスプレス・カード会員規約 

 

・JR東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約 

（中略） 

・三井住友エクスプレスコーポレートカード会員規約 

・UCエクスプレスコーポレートカード会員規約 

 

・MUFG カードエクスプレスコーポレート会員規約 

（以下略） 

 

改定日 令和２年３月 21日 

（中略） 

※会員種別により、次の規約等に読み替えるものとします。 

・JR東海エクスプレス・カード会員規約 

・JR東海エクスプレス・（Visa・Mastercard・JCB）カード会員規約 

・JR東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約 

（中略） 

・三井住友エクスプレスコーポレートカード会員規約 

・UCエクスプレスコーポレートカード会員規約 

・UCカードエクスプレスコーポレート会員規約 

・MUFG カードエクスプレスコーポレート会員規約 

（以下略） 

 

改定日 令和４年６月 25日 

 

 ＥＸアプリ利用会員 

 

ＥＸアプリサービス利用規約 

 

第１条（適用範囲） 

１ 「ＥＸアプリサービス利用規約」（以下、「本規約」という。）は、東海旅

客鉄道株式会社（以下、「当社」という。）と西日本旅客鉄道株式会社が共同

で提供するエクスプレス予約サービス及びスマートＥＸサービス（以下、総

 

 ＥＸアプリ利用会員 

 

ＥＸアプリサービス利用規約 

 

第１条（適用範囲） 

１ 「ＥＸアプリサービス利用規約」（以下、「本規約」という。）は、東海旅

客鉄道株式会社（以下、「当社」という。）と西日本旅客鉄道株式会社および

九州旅客鉄道株式会社が共同で提供するエクスプレス予約サービス及びス
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称して「ＥＸサービス」という。）を当社が提供するスマートフォン用アプリ

ケーション「ＥＸアプリ」（以下、「本アプリ」という。）で利用する場合に、

当社と本アプリの利用者（以下、「アプリ利用者」という。）との間に適用さ

れるものです。 

（以下略） 

 

改正日 令和３年３月６日 

マートＥＸサービス（以下、総称して「ＥＸサービス」という。）を当社が提

供するスマートフォン用アプリケーション「ＥＸアプリ」（以下、「本アプリ」

という。）で利用する場合に、当社と本アプリの利用者（以下、「アプリ利用

者」という。）との間に適用されるものです。 

（以下略） 

 

改正日 令和４年６月 25日 


